
令和 6年度 事業計画

1 各種支援活動の推進

(1)電話相談

毎週月～金曜 日までの 10:00～ 16:00ま での間、長野相談室、中信相談室において

支援事業員による電話相談を行 う。

(2)面接相談

相談者が疇躇することなく安心 して相談できるよう、時間、場所の選定、担当相談員
の指定等に配慮 した面接相談に努める。

また、希望する相談者に対 しては、オンラインによる面接相談を取 り入れていく。

(3)直接的支援

長野県警察本部犯罪被害者支援室はじめ、関係機関と連携を図 りながら、警察署、検

察庁、裁判所等への付き添い支援、代理傍聴等の活動を積極的に行つていく。

(4)自 助グループの支援

令和 5年 4月 に設立された長野県犯罪被害者遺族自助グループ 「つむぐ」の定例会

開催、手記文集の発行、臨床心理士等との懇談会を開催するなど、被害者遺族に寄 り添
つた支援活動に努めていく。

2 新規支援員の養成・スキルアップのための研修等の実施

(1)養成講座の実施

新規支援事業員を養成するための「被害者支援員養成講座」を、会場とオンラインを

併用 し開催する。

募集人数は、25歳から65歳 までの 20名 程度とし、一定の基準に達 した者を支援事

業員 として認定していく。

※ 年間の実施計画は、別紙「ボランティア養成 (入門)講座プログラム (令和 6年
度・第 20期 )」 及び 「支援事業員養成 (初級)研修プログラム (令和 6年度・

第 20期 )」 のとお り

(2)現任の支援事業員に対するスキルアップのための研修会の開催

現任の支援事業員に対しては、支援活動のスキルアンプを図るため、多くの支援事

業員が参加できるよう、会場とオンラインを併用 した研修の開催に努めていく。

※年間の実施計画は、別紙 「令和 6年度被害者支援事業員研修 (中級研修 。継続研

修 )」 のとお り

(3)全国研修 (質の向上研修)への参加

全国的規模で開催される

O 質の向上研修 (令和 6年度はステップ群馬で開催 )

○ 秋期全国研修 (10月 東京都で開催)

等には、本年度も積極的に参加 していく。

また、犯罪被害者支援に特化 した研修ではなくとも、支援活動に深みを増すであろう

と認められる各種研修については、積極的に参加するよう呼び掛けていく。



更に、受講者には、受講終了後に他の支援員に対 して伝承教養を行 うことを義務付け
し、自身の受講効果を高めるとともに、支援員全体のスキルアップを図つていく。

(4)支援活動の実際を通じての若者 との交流

前年度に引き続き、清泉女学院大学との業務提携協定に基づき、学生に支援活動の実

際について理解を深めてもらう心理実習を受け入れていく。

また、将来において被害者支援の担い手となる若者を育てていくためにも、当センタ
ーが実施する広報啓発活動等への参画を呼び掛けるなど、広く若者たちとの意見交換、

交流の場を設けていく。

3 犯罪被害者等支援条例制定に伴 う活動の推進

(1)総合的な支援体制に向けた連携・協力

長野県犯罪被害者等支援条例制定に伴い策定された 「長野県犯罪被害者等支援推進

計画」に盛 られた「総合的支援体制の整備」を推進 していくために、県、県警はじめ関

係機関が行 う支援内容を確認 し、連携 。協力を図りながら、当センターとして、被害者
に寄 り添つたきめ細かな支援活動を行つていく。

また、大規模事案等の発生を念頭に、犯罪被害者への迅速かつ必要な支援ができる

よう、日頃から関係機関団体等との良好な関係の構築に努めていく。

(2)市町村の犯罪被害者等支援条例制定の推進活動

令和 4年 4月 1日 に県条例が施行され、市町村における同種条例の制定も進みつつ

あるが、昨年度実施 した条例の制定に関する意識調査を今年度も実施することによつ

て、個別の問題点等を究明した上で、再度制定に向けた働きかけを県、県警、被害者遺

族等 とともに推進 していく。

(3)市町村における犯罪被害者等支援推進業務に関する委託業務の実施

犯罪被害者支援に従事する市町村職員に対し、会場とオンライン併用による研修を

年 1回実施する。

また、犯罪被害者支援に従事する市町村職員から助言、情報提供を求められた場合
には、犯罪被害者等の心情に配慮 した対応や、業務の参考になる情報をその都度提供
していく。

(4)相談・情報提供の充実

犯罪被害者等が県条例で規定された支援が十分に受けられるよう、当センターとし

て個人情報の保護に留意 しつつ、関係機関等に必要な情報を提供 していく。

また、早期援助団体として、県警犯罪被害者支援室から情報提供があつた事件につい

ては、当センターの支援状況をその都度報告し、適時適切に対応 していく。

さらに、各警察署単位に設置されている犯罪被害者連絡協議会の開催等に当たって

は、当センターからもできる限 り職員を派遣し、関係機関との「つながる活動」を推進

していく。

(5)県民の理解の推進

令和 4年 4月 に施行された「長野県犯罪被害者等支援条例」に盛 られた県民の役割、

事業者の役割、二次被害の防止などに対する県民の理解を深めるために、講演会、研

修会、市民向け講座等の場において、県作成の広報啓発資料や逐条解説なども活用 し、

呼び掛けていく。

また、教育委員会や県警が行 う「人権教育」や「命の大切さを学ぶ教室」に講師を積

極的に派遣 し、被害者支援の必要性、重要性について訴えていく。
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4 広報啓発活動の充実

当センターの支援活動の内容を広く県民に知ってもらうため、多彩な広報啓発グッズ

を製作 し配布するとともに、講演会、出前講座、市民研修会などの各種イベン トにも積

極的に参加 し、広報啓発活動の充実強化に努めていく。

5 財政基盤の向上

(1)補助金、賛助会員等の維持向上

支援活動の財政基盤 となつている補助金、市町村負担金、個人及び法人からの賛助

金、寄附金の維持向上を図るため、当センターの必要性及び支援活動の重要性について

機会あるごとに訴えていく。

(2)寄付型自動販売機設置及びホンデ リング活動の更なる促進

関係機関・団体、各種企業等の理解 と協力を得ながら、寄付型自動販売機の設置促進

やホンデ リング活動の普及活動を推進 していく。

6 機関誌の発行及び各月活動状況の報告

年 1回発行 している機関誌 「TOGETHER(ト ゥギャザー)」 については、支援活動や

広報啓発活動の掲載内容を見直し、さらに充実したものとしていく。
また、各月毎に開催された研修内容や支援活動状況については、県、県警等の関係機関

に逐次報告 して情報共有を図つていく。

※ 年間の月別事業計画は、別紙 「令和 6年度事業計画書」のとお り



ボランティア養成 (入門)講座プログラム(令和6年度・第20期 )

昏抒 講座月日 講座月日 講 座 内 容 講  師 等

1

2

7月 18日 (木 )

10:00～ 10:30

10:30-11:00

◎ 開講式
理事長  小泉典章

専務理事 鈴木良忠
o被害者支援の総論

o長野犯罪被害者支援センターについて

11:10-12:10

被害者支援の法律・制度

副理事長
弁護士 今井優太o被害者支援の意義・必要性

o犯罪被害者等基本法・同基本計画

13:30'V15!00

関係機関における被害者支援

弁護士 金井崇晃氏o行政・司法における被害者支援

o民間被害者支援団体による被害者支援

3

4

7月 25日 (木 )

10:00-12:00

被害者を取り巻く状況

支援事業員 2名o犯罪被害者の実態

o被害の社会的口経済的・精神的状況

13:00-15:00

被害者への関わり方

支援事業員 2名o被害者が受ける二次的被害

o被害者への関わり方の留意点

5

6

8月 8日 (木 )

10:00～ 12:00

各支援団体について

専務理事 鈴木良忠o自団体の役割

o支援者の心理

13:00-15:00

被害者の声を聞く 当事者

座談会 小泉理事長 鈴木専務
理事
油井事務局長同席

◎ 修了式

※ 時 間

※ 場 所

※ 連絡先

10:00-12:00  13:00～ 15:00

長野県食糧会館 2F会議室 (長野市大字南長野南県町685-2)

026-233-7848(長 野犯罪被害者支援センター事務局 )

担当者携帯 :



支援事業員養成 (初級)研修プログラム(令和6年度・第20期 )

月 日 講座月日(木 ) 研 修 内 容 講  師  等

1

2

9月 19日 (木 )

10:00-10:30

10:40'V12:00

◎ 開講式 専務理事 鈴木良忠

精神科医
長野大学客員教授

小泉典章

心理、保健医療関係者の役割

13:00-15:00

被害者支援における弁護士の役割

弁護士

今井優太

o公判における被害者支援

o裁判員制度と公判前整理手続き

o被害者参加制度と損害賠償命令申立制度

3

4

9月 26日 (木 )

10:00-12:00
被害者支援における心理的支援

～心理の視点を活かした被害者支援の実際～
公認心理師

清泉女学院大学教授

岡本かおり

13:00-15:00

被害者支援に関連する社会保障口福祉制度 被害者支援相談員

社会福祉士

油井恵美子
o被害者支援に必要なソーシャルワークの視点

①被害者を取巻く生活環境 ②社会資源の活用

5

10月 3日 (木 )

10:00-12:00

警察における被害者支援

長野県警察本部
犯罪被害者支援室

O犯罪被害者等早期援助団体

o刑事裁判の流れと被害者の関わり

O犯罪被害者等給付金制度

6

13:00-14:00 行政の役割
長野県
人権・男女共同参画
課

9

10月 24日 (木 )

10:00-12:00

リスニング技術(1)

犯罪被害相談員等・基本的応答

・基本的応答電話応答

10

13:00-15:00

ロールプレイ(電話応答 ) 犯罪被害相談員2名

等①応答の基本(最初のコンタクト～終話)

② ロールプレイ

9

10月 31日 (木 )

10:00-12:00

o被害者の支援 (付添い支援)

犯罪被害相談員等①付添支援の基本、留意事項、緊急事態の対応

②付添い支援:裁判所関係の付添い、代理傍聴
③付添い支援:警察署、検察庁、病院、その他

10

13:00-14:30

0ロールプレイ(面接相談)

犯罪被害相談員等2

名
①応答の基本(最初のコンタクト～終話)

②ロールプレイ

14:30～
◎ 修了式 小泉理事長

鈴木専務理事

※ 時 間

※ 場 所

※ 連絡先

10:00-12:00     13:00-15:00

長野県食糧会館 2F会議室 (長野市大字南長野南県町685-2)

026-233-7848(長 野犯罪被害者支援センター事務局 )

担当者携帯 :



令和6年度 被害者支援事業員研修 (中級研修B継続研修)

日時 場 所 研修内容 講師

10:00-11:00 支援事業について
(倫理・事業規定等)

鈴木良忠専務理事

6月 20日 (木 )

11:10～ 12:10

長野県食料会館
2F会議室

公認心理師
岡本かおり副理事長

8月 20日 (火 )
13:00～ 14:30 支援センター相談室 事例検討

公認心理師
岡本かおり副理事長

9月 10日 (火 )
13:00'V14:30 支援センター相談室 事例検討

公認心理師
岡本かおり副理事長

☆合同研修
10月 3日 (木 ) 13:00-14100

【養成講座初級研修】
長野県食料会館2F

会議室
行政の役割

長野県 人権 H男女共同
参画課

13:00'ψ 14:30 関係機関の役割について(保護観察所) 長野保護観察所

10月 10日 (木 )

14:40-16:00

長野県食料会館
2F会議室

関係機関の役割についてくりんどうハート
ながの)

りんどうハート長野

11月 19日 (火 ) 13:30-14:30 支援センター相談室 事例検討
公認心理師
岡本かおり副理事長

9月 ～11月 講演会 (県、県警、センター)

13:00-14:30 事例検討
公認心理師
岡本かおり副理事長

12月 17日 (火 )

14:40-16:00

長野県食料会館
2F会議室

被害者支援関連の法律について・

支援検討会
弁護士

今井優太副理事長

R7年
1月 28日

(火 )

13:30～ 14:30 支援センター相談室 事例検討
公認心理師
岡本かおり副理事長

13:00-14:30 警察の被害者支援
長野県警察本部
犯罪被害者支援室

2月 21日 (金 )

14:40～ 16:00

長野県食料会館
2F会議室

相談員理事選出 他 事務局

3月 中 13:30～ 14:30 支援センター相談室 事例検討
公認心理師
岡本かおり副理事長



事 業 計 画 書

(令和 6年度)

月 男町 事 業 の 内 容 備 考

4月

。上級研修 (全国被害者支援ネットワーク主催 )

該当者の日程にあわせて参加
・直接的支援実地研修 (都民センター)該

当者の日程に合わせて参加
・4/18令和 6年度理事会
・4/20自 助グループ開催

○電話相談活動

毎週月曜～金曜 10:00～ 16:00

支援事業員による電話相談を行 う。

○面接相談活動

面接による支援を必要とする被害者等

に対 して、犯罪被害相談員による面接相

談、弁護士、臨床心理士等専門家による面

接を実施する。

O直接的支援活動

警察情報提供、電話相談などにより、直

接的支援が必要と認める被害者等に対

し、警察・検察庁 。裁判所等への付添いを

実施する。

また、公判における代理傍聴、関係機関

との連携による支援活動を行 う。

○その他支援活動

被害者等の要請により、センターが必

要と認める支援を行 う。

O支援事業員育成事業

新規支援事業員を養成するための講座

を実施する。

○支援事業員スキルアップ事業

現任支援事業員に対し、年間 6回の研

修の他事例検討を適宜実施する。

全国規模で開催 される各種研修、外部

研修等についても該当者の参加を促す。

○広報啓発活動

犯罪被害者週間 (11月 25日 ～12月 1

日)には集中的に広報活動を実施 し、各関

係機関と連携 した広報 。啓発については

随時行 う。

O市町村への働きかけ

県下全市町村に射し再度アンケー トを

実施 し、犯罪被害者支援特化条例の制定

を促す。

5月 ・5/18令和 6年度通常総会

6月
。被害者支援事業員研修 (10:00～ 12:00)

(支援事業について他)

7月

。ボランティア養成 (入門)講座

(7月 18日 ,25日 )

。自助グループ開催
・被害者支援事業員研修 (13:00～ 16:00)

(支援者のメンタルケア)

8月

。ボランティア養成 (入門)講座

(8月 8日 )

・全国被害者支援ネットワーク主催

質の向上研修 (上半期)への参加
・事例検討

9月

。市町村被害者支援窓口担当者に対する研

修会
・支援事業員養成 (初級)研修

(9月 19日 ,26日 )

。事例検討

10月

。支援事業員養成 (初級)研修

(10月 3日 ,24,日 31 日)

被害者支援事業員研修 (13℃ 0～ 1600)

(関係機関の役害1に ついて )

11ッ 月

・事例検討

。自助グループ開催

12月
・被害者支援事業員研修 (13:00～ 1300)

(事例検討,支援検討会 )

1月
・事例検討

。自助グループ開催

2月

・全国被害者支援ネットワーク主催

質の向上研修 (下半期)の開催
。被害者支援事業員研修 (13:00～ 16:00)

(警察の被害者支援)

3月 ・事例検討


